
大阪府のアルコール健康障がい対策について

飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の問題に関する施策との有機的な連携を図り
つつ、アルコール健康障がいの発生、進行、再発の各段階に応じた防止対策
を適切に実施し、アルコール健康障がいを有する者やその家族等が健やかな
日常生活及び社会生活を送れるよう支援する。
（基本法※第３条）
※ 基本法とは、「アルコール健康障害対策基本法」をさす。

「第２期大阪府アルコール健康障がい対策推進計画」の概要

基本的事項

基本理念

計画の位置づけ

基本法第14条第１項に定める「アルコール健康障害対策推進計画」として
策定する。

２期計画の期間

令和６年度から令和８年度までの３年間

第２期計画では、新たに「Ⅰ 普及啓発の強化」「Ⅱ 相談支援体制の強化」
「Ⅲ 治療体制の強化」「Ⅳ 切れ目のない回復支援体制の強化」の４つの
基本方針を設定。また、基本方針に沿って、９項目の取組施策ごとに指標と
目標値を設定。

アルコール健康障がいのリスクに応じた施策体系のイメージ

第２期計画の基本的な考え方

取組施策基本方針

（１）アルコール依存症に悩む本人や
その家族等への情報発信

（２）広報・啓発の推進

（３）不適切な飲酒への対策

（５）相談支援の充実

（６）人材育成

（７）アルコール健康障がいに係る医療の
推進と連携強化

（８）社会復帰の支援

（９）自助グループや回復支援施設、民間
支援団体等の活動の充実

（４）健康診断及び保健指導
でのつなぎの促進

Ⅰ 普及啓発の強化

Ⅱ 相談支援体制の
強化

Ⅲ 治療体制の強化

Ⅳ 切れ目のない
回復支援体制の強化

基本方針に基づく施策体系
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大阪府のアルコール健康障がい対策について

依存症専門医療機関（アルコール健康障がい）

大阪府のアルコール健康障がいをめぐる現状①
～アルコール依存症医療体制について～

依存症治療拠点機関

医　療　機　関　名　称 所在地
地方独立行政法人大阪府立病院機構　大阪精神医療センター 枚方市

都道府県連携拠点医療機関

地域連携拠点医療機関

医療機関名 所在地

新阿武山病院 高槻市

大阪府立病院機構大阪精神医療センター 枚方市

結のぞみ病院 富田林市

金岡中央病院 堺市北区

新生会病院 和泉市

浜寺病院 高石市

望まれる機能
・医療機関に対して、専門プログラムの普及とそれに伴う人材育成が可能
・困難事例の入院が可能

望まれる機能
・専門のプログラム（疾病教育・ミーティング・認知行動療法等)を実施
・支援団体や自助グループと連携した支援ができる

豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市

0 2 1 2 2 1 7 8

医療機関名

新阿武山病院

医療法人大阪精神医学研究所　新阿武山クリニック

大阪府立病院機構大阪精神医療センター

医療法人　東布施野田クリニック

東大阪山路病院

結のぞみ病院

丹比荘病院

金岡中央病院

久米田病院

川田クリニック

和泉中央病院

新生会病院

阪和いずみ病院

浜寺病院

七山病院

和泉市

高石市

熊取町

所在地

羽曳野市

堺市北区

岸和田市

岸和田市

和泉市

和泉市

高槻市

高槻市

枚方市

東大阪市

東大阪市

富田林市

医療機関名

医療法人　藤井クリニック 都島区

むすびメンタルクリニック 都島区

医療法人遊心会　にじクリニック 淀川区

とじまクリニック 淀川区

医療法人臨研会　今川クリニック 福島区

かつもとメンタルクリニック 天王寺区

医療法人孟仁会悲田院クリニック 天王寺区

医療法人小谷会　小谷クリニック 阿倍野区

大

阪

市

所在地

府内の依存症専門医療機関・依存症治療拠点機関
（厚生労働省通知「依存症専門医療機関及び依存症治療拠点機関の整備に
ついて」に基づき、府及び政令市が病院所在地により選定）

第８次大阪府医療計画における
都道府県連携拠点医療機関、地域連携拠点医療機関

選定基準（一部抜粋）
依存症専門医療機関の選定基準を満たしていることに加え、
・依存症専門医療機関の活動実績をとりまとめること
・依存症に関する取組の情報発信を行うこと
・医療機関を対象とした依存症に関する研修を実施すること
・所定の研修を修了しており、多職種による連携体制が整備されていること 等

選定基準（一部抜粋）
・医師の専門性に関する要件、その他専門職を有すること
・依存症に特化した専門プログラムを有すること
・所定の研修を修了していること
・依存症の診療実績があること
・関係機関・団体等との継続的な連携が図られること 等
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医療機関名称 所在地

特定医療法人大阪精神医学研究所新阿武山病院 高槻市

特定医療法人大阪精神医学研究所新阿武山クリニック 高槻市

地方独立行政法人大阪府立病院機構　大阪精神医療センター 枚方市

医療法人　東布施野田クリニック 東大阪市

医療法人孟仁会　東大阪山路病院 東大阪市

一般財団法人成研会　結のぞみ病院 富田林市

医療法人和気会　新生会病院 和泉市

医療法人聖和錦秀会　阪和いずみ病院 和泉市

医療法人利田会　久米田病院 岸和田市

医療法人微風会　浜寺病院 高石市

医療法人以和貴会　金岡中央病院 堺市

医療法人　藤井クリニック 大阪市

医療法人　小谷会　小谷クリニック 大阪市

医療法人　孟仁会　悲田院クリニック 大阪市

とじまクリニック 大阪市



大阪府のアルコール健康障がい対策について

大阪府のアルコール健康障がいをめぐる現状②
～アルコール依存症のある人の状況～

アルコール依存症者の状況等に関する国の調査によると、全国のアルコール問題スクリーニングテスト（AUDIT）で15点以上に該当
するとされる（直近１年間）アルコール依存症が疑われる人の割合は2.9％と推計され、この結果を本府の成人人口に当てはめると、
約22万人と推計される。

また、同調査において、全国のアルコール依存症を現在有する人（国際診断基準ICD－10に該当すると推計される人）の割合は0.2％
と推計され、本府の成人人口に当てはめると、約2万人と推計される。
（出典 平成30年「アルコール依存症の実態把握、地域連携による早期介入・回復プログラムに関する研究」）

・外来
（精神）傷病名（アルコール依存症）かつ通院・在宅精神療法を有するレセプトに制限し，当該年度内・当該医療機関において 2日以上の算定日数を有する患者を特

定し、精神科外来における傷病分類別患者数と医療機関数を求めもの。
（一般）傷病名（アルコール依存症）かつ精神科専門療法以外の入院外レセプトに制限し，当該年度内・当該医療機関において、2日以上の算定日数を有する患者を特

定し，一般外来における傷病分類別患者数と医療機関数を求めたもの。

算定年度 入院患者数 医療機関数 外来患者数 外来医療機関数 入院患者数 入院医療機関数 外来患者数 外来医療機関数

2017 1,600 57 5,277 271 2,161 201 614 341

2018 1,583 57 5,539 295 2,282 201 686 386

2019 1,551 57 5,736 299 2,386 193 707 364

2020 1,514 55 5,604 315 1,448 175 779 388

2021 1,345 56 5,495 306 1,112 161 781 377

精神 一般

【出典】国立精紳・神経医療研究センターの「精神保健福祉資料」

・入院
(精神）傷病名（アルコール依存症）かつ精神科関連入院料を有するレセプトに制限し，精神病床入院における傷病分類別患者数と医療機関数を求めたもの。
（一般）傷病名（アルコール依存症）かつ精神科関連以外の入院料を有するレセプトに制限し，一般病床入院における傷病 分類別患者数と医療機関数を求めたもの。

通院患者・入院患者の状況（NDBデータ※）

※NDBオープンデータでは、生活保護等の公費単独レセプト情報を集計対象外としています。

（参考）

令和２年患者調査 （大阪府）

アルコール性肝疾患 5千人

（大阪府）
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大阪府のアルコール健康障がい対策について

大阪府アルコール関連問題のある人への
簡易介入マニュアル

・簡易介入マニュアル （6ページ）

・治療・指導シート （6種類）

・動 画 （3種類）

スクリーニング 簡易介入 専門治療への紹介 自助グループ等への
紹介

「飲酒度」によ
り、ふるいわけ
る

・「危険な飲酒」
患者には減酒の治
療・指導
・「乱用」や「依
存症」患者には断
酒の治療・指導

専門治療の必要な
患者には「紹介」
を行う

医療機関などのス
タッフが自助グルー
プ等へ紹介する

Screening
Brief

Intervention

Referral to 

Treatment

Self-help

group

SBIRTSの推進

計画での位置づけ：基本方針Ⅲ 治療体制の強化
（７）アルコール健康障がいに係る医療の推進と連携強化

大阪府 アルコール健康障がい対策
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マニュアルp1

マニュアルp2

アルコールによる
身体への影響について

スクリーニング
（AUDIT）と
飲酒量の計算

大阪府のアルコール健康障がい対策について

大阪府アルコール関連問題のある人への
簡易介入マニュアル

5



マニュアルp3

マニュアルp4

スクリーニングの
結果に応じた支援
方法についての
フローチャート

アルコール依存症の
診断基準（ICD-10）と
「CAGE(スクリーニング
テスト）」

大阪府のアルコール健康障がい対策について

大阪府アルコール関連問題のある人への
簡易介入マニュアル
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専門医療機関に
つなげる際のＱ&Ａ、
保健所等機関の
役割紹介

マニュアルp5

マニュアルp6

アルコール依存症を診
ることのできる医療機
関や相談機関の紹介

大阪府のアルコール健康障がい対策について

大阪府アルコール関連問題のある人への
簡易介入マニュアル

7



アルコール地域連携紹介シート

※普段お使いの紹介状でも問題ありません。

・スクリーニングテストの結果
・アルコール関連の所見や問題

血液検査の結果、離脱症状の有無
・関連する問題
うつ状態、物忘れ等

・生活状況
同居家族の有無、経済状況等

チェックシート式

（参考）

大阪府のアルコール健康障がい対策について

大阪府アルコール関連問題のある人への
簡易介入マニュアル
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大阪府のアルコール健康障がい対策について

医療機関等への研修

【精神医療センターに委託を行い実施】
※大阪府・大阪市・堺市共同事業
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身体科・精神科医療機関とアルコール専門医療機関の連携推進について

総合病院である関西医科大学総合医療センター（守口市）及びベルランド総合病院（堺市）に委託し、
院内での診療科連携や専門医療機関、自助グループ等へのつなぎを実施。

＜ＳＢＩＲＴＳの推進＞
主な事業内容
・身体科に受診のあったアルコール健康障がいの疑いがある患者に対し、スクリーニングテスト
（AUDIT）を実施する。 Screening

・テストの結果、アルコール依存症が疑われる場合は、自院の精神科や専門医療機関等への受診勧
奨・保健所や自助グループ等の案内を行う。
Brief Intervention Referral to Treatment Self-help group

・アルコールの支援対象者について、自助グループなどとのつながりや治療の継続と、飲酒の頻度の
関係等について把握（府への報告は個人情報部分は除く）。
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令和３～５年度に、アルコール専門医療機関である新生会病院（和泉市）に本事業を委託し、事業を実施。

令和５年度までの取組み （モデル事業第１期）

令和6年度からの取組み（モデル事業第２期）

厚生労働省「地域連携による依存症早期発見、早期対応、継続支援モデル事業」の実施

＜泉州スマイルSBIRTS 事業概要＞
（目的）泉州二次医療圏で専門医療機関・保健所・断酒会が協力して地域連携体制（SBIRTS）の構築を推進

出典：令和5年度都道府県等依存症専門医療機関/相談員等合同全国会議 新生会病院 和気 浩三氏 作成資料


